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（
国
土
交
通
委
員
会
）

建
設
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
六
一
号

（
先
議
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
建
設
業
を
取
り
巻
く
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
等
に
鑑
み
、
建
設
工
事
の
適
正
な
施
工
を
確
保
す
る
た
め
、
許

可
に
係
る
建
設
工
事
の
種
類
に
解
体
工
事
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
等
を
許
可
に
係
る
欠
格
要
件
及
び

取
消
事
由
に
追
加
す
る
ほ
か
、
公
共
工
事
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
入
札
金
額
の
内
訳
の
提
出
を
義
務
付
け
る

等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

建
設
業
法
の
一
部
改
正

１

建
設
業
の
許
可
に
係
る
業
種
区
分
に
、
解
体
工
事
業
を
追
加
す
る
こ
と
と
す
る
。

２

建
設
業
の
許
可
に
係
る
欠
格
要
件
及
び
取
消
事
由
に
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
等
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
欠
格
要
件
等

の
対
象
と
な
る
役
員
の
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
と
す
る
。

３

許
可
申
請
書
等
の
閲
覧
対
象
か
ら
個
人
情
報
が
含
ま
れ
る
書
類
を
除
外
す
る
こ
と
と
す
る
。

４

建
設
業
者
、
建
設
業
者
団
体
及
び
国
土
交
通
大
臣
の
責
務
と
し
て
建
設
工
事
の
担
い
手
の
育
成
及
び
確
保
に
関
す
る
責

務
を
追
加
す
る
こ
と
と
す
る
。
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二

公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項
に

「
そ
の
請
負
代
金
の
額
に
よ
っ
て
は
公
共
工
事

、

の
適
正
な
施
工
が
通
常
見
込
ま
れ
な
い
契
約
の
締
結
が
防
止
さ
れ
る
こ
と
」
を
追
加
す
る
こ
と
と
す
る
。

２

各
省
各
庁
の
長
等
は
、
公
共
工
事
の
受
注
者
で
あ
る
建
設
業
者
が
暴
力
団
員
等
で
あ
る
と
疑
う
に
足
り
る
事
実
が
あ
る

と
き
は
、
当
該
建
設
業
者
が
建
設
業
の
許
可
を
受
け
た
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
等
に
そ
の
事
実
を
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

３

建
設
業
者
は
、
公
共
工
事
の
入
札
の
際
に
、
入
札
金
額
の
内
訳
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
す
る
。

４

公
共
工
事
の
受
注
者
で
あ
る
建
設
業
者
は
、
下
請
契
約
を
締
結
す
る
と
き
は
、
そ
の
金
額
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
工
体
制

台
帳
を
作
成
し
、
そ
の
写
し
を
発
注
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

三

浄
化
槽
法
及
び
建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

浄
化
槽
工
事
業
及
び
解
体
工
事
業
の
登
録
の
拒
否
事
由
及
び
取
消
事
由
に
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
等
を
追
加
す
る
と
と
も

に
、
拒
否
事
由
等
の
対
象
と
な
る
役
員
の
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
と
す
る
。
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四

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。


